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　近年、業種を問わず働き方改革の取組は着実に進められていますが、医療現場においては依然
として恒常的な長時間・過重労働が発生しています。こうした中、医師の働き方改革を進めるこ
とは、勤務医自身が健康で充実して働くことのできる環境を整備し、同時に医療を受ける立場にあ
る患者・国民に質の高い安全な医療を提供し続けていく上での喫緊の課題です。

　平成30年６月には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律
第71号）」（以下「働き方改革関連法」という。）が成立し、年5日の年次有給休暇の確実な取得や時間
外労働の上限規制などが平成31年４月以降、順次施行されています。医師に対する時間外労働の上
限規制については、その仕組みの詳細を規定する「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制
の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が令和３年５月に成立する等、準備が
進められ、令和6年4月に適用が開始されました。

　この仕組みにより医療機関において労働環境の整備･改善を進めていくことが重要ですが、その
ためには、何より医師自身に、医療現場の働き方を適正なものへと変革していくことの必要性に気
づき、自ら考えてもらうことが大切です。なかでも、今後医師となる医学生が、学生の頃から医師の
働き方の実情、医師の働き方改革の内容と趣旨・目的、その基本となる労働法の基礎を知ることが
重要と考えています。

また、医学生が学ぶべき「コア」の部分を抽出し、「モデル」として体系的に整理した「医学
教育モデル・コア・カリキュラム」について、令和4年度に文部科学省にて改訂を行い、医師
の働き方改革に関する学修目標についても追加・修正が行われました。当該改訂版のカリキュ
ラムは、令和６年度以降の入学生に適用されており、医学生に対し医師の働き方改革等に関し
て講義を実施することは、益々重要になってきています。

　このため、各大学医学部で医学生向けに労働法教育を実施するに当たって、講義の実施方法や
講義内容などを検討する際の参考としていただけるよう本書を作成しました。
　医師となる前に、医師の働き方改革の趣旨・目的、労働法の基礎に触れ、将来の働き方を考える
きっかけとなるように、モデル講義例（標準例）を示すとともに、参考となる資料なども掲載しました。
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契機となることを願っています。
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　本資料は、各大学医学部に在学している医学生に対して、労働法講義を実施するに当たって、講義の実施方法や講
義内容などを検討する際の参考資料として活用していただくことを目的として作成しました。特に、今後、初めて労働
法講義が実施される場合を想定して、標準的な講義の構成をお示しするとともに、必ずしも医師の働き方改革の内容
や労働法の専門家でない教員、職員の方にも医学生にわかりやすく講義を行っていただけるように講義内容のポイ
ントを盛り込むなど、講義内容を企画する大学医学部教務担当の方や実際に講義を担当する指導者の皆様に活用い
ただくことを想定しています。
　また、講義の構成や内容だけでなく、講義実施前の準備や、講義を実施するに当たって外部講師を依頼する際の
留意点など、講義の実施に当たって役立つ情報も盛り込みました。
　各大学医学部のご担当者におかれましては、是非、本資料も参考としながら講義の実施を検討していただきたいと
思います。

概　要

　医学生自らが自分事として医師としての働き方を考えるきっかけとなるような講義の構成を心掛けるとともに、医師
の働き方改革やその基本となる労働法の基礎的事項を知ってもらうことを念頭において、「モデル講義案（標準例）」
を作成しました。
　なお、モデル講義案（標準例）はあくまで「提案」であり、そのまま実践しなければならないものではありません。大
学や学生の特徴、特性を踏まえて講義内容を変更して使っていただくことも想定しています。

特　徴

「モデル講義案（標準例）」は２部構成としました

医師の働き方の実情、医師の働き方改革の内容とその
趣旨・目的の捉え方　等【第１部】

労働法の基礎的な知識に関する内容　等【第２部】

★想定される講義の概要

医学生が興味、関心を持ちやすく、メリハリのあるわかりやすい講義となるために、
実際に医師として活躍されてきた講師の様々な立場や経験を踏まえた「働き方」に触れ
ることで、自らが医師として働く際の働き方を意識してもらうことを目的とする【第１
部】、労働法の基礎に触れることで労働法の仕組みへの理解を深めてもらうことを目的
とする【第２部】の２部構成としました。
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モデル講義案（標準例）は、実例を踏まえて提案しています
本書で提案するモデル講義案（標準例）は、複数の大学医学部において実施したモ

デル講義の内容、学生からのアンケート結果や大学医学部事務局、講師の皆様からの
意見を踏まえて標準的な講義例として作成しました。その後に本講義案を踏まえて実
施した医学部における労働法講義を通して講師や学生の皆様からいただいた意見をも
とに、さらに内容を更新し提示しています（下表【本書（モデル講義案（標準例）等）作成・
改訂経過】参照。）。

例えば、複数の大学で実施したモデル講義等を受講した医学生の声をお聞きすると、
仕事と家庭・育児等の両立に関して高い関心を持っていることがわかりました。この
ため、第１部で講義を行う医師の方が、各々の立場、経験を踏まえて、多様性のある
働き方や妊娠・出産・育児期の仕事と生活の両立についての説明を行うことが重要で
あることを示し、講師間、学生間でのディスカッションのテーマとして取り上げるこ
とも想定して具体例を提示しています。また、両立支援制度については、第２部でも
触れるようにするなど、医学生の知りたいことを伝えるものとなっています。

本書には、複数の大学医学部において実施したモデル講義等の内容、資料なども掲
載しています。資料の内容などから、自大学でイメージしている講義内容に近いと思
われるものを、講義の参考として活用いただくことも可能です。

講義によるメッセージのポイントを絞り、
「あまり詰め込みすぎない」ことを意識しました

第１部では様々なバックグラウンドを持つ医師の方がお話することを想定してい
ますので、共通して発信していただきたいメッセージのポイント、限られた講義
時間の中でも講義終了時にこれだけは覚えておいてほしい点を明確にしました。

また、第２部では、医学生向けの労働法教育は、労働法を知らない学生に対して、
このような法律があることを知ってもらうこと、そしてその大切さを知ってもら
うことが重要です。このため、第２部で使用する説明資料は、内容を絞ったもの
としています。一方で、さらに詳しく知りたい場合や、手元に置いて後々の参考
としたい場合のために、詳細な資料を別途掲載しています。

★本書（モデル講義案（標準例）等）作成・改訂経過

年　度

令和２年度

令和３年度

対　　応

● モデル講義案の検討開始

● 大学医学部（３大学）においてモデル講義を実施
● 上記のモデル講義も踏まえ「モデル講義案（標準例）」を作成
● 「モデル講義案（標準例）」や参考資料などを掲載した医学部指導者向

けマニュアル「明日の医師たちへ」（本書）を作成

令和４年度
以降

● 「明日の医師たちへ」を周知するとともに、本書を踏まえ、希望した大
学医学部等に講師派遣等を行い、労働法講義の実施を支援
（令和4年度：10大学　令和5年度：12大学、1県）

● 「医学部等における労働法教育を考えるシンポジウム」を実施
● 上記の労働法講義等での講師等からの意見を踏まえ、「明日の医師たち

へ」を改訂
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医学教育モデル・コア・カリキュラム 
～令和４年度改訂・働き方改革の項目追加～ コラム１ 

今回のカリキュラム改訂では、令和６年４月からの医業に従事する医師への時間外労
働の上限規制が適用となることを踏まえ、医師の働き方改革に関する学修目標を追加・修
正しています。これにより、医学生向けの労働法講義の実施については、ますます必要
性が高まっています。 

カリキュラム改訂に関する解説資料を次ページ以降に添付していますのでご参考にし
てください。また、当該資料の内容を文部科学省担当者が説明した動画（令和５年２月
22日開催「医学部等における労働法教育を考えるシンポジウム」動画）は、以下に掲載
していますので、ご覧くだ さい。

医学生が学ぶ医学教育の内容に関しては、各大学が策定する「カリキュラム」のうち、
取り組むべき「コア」の部分を抽出し、「モデル」として体系的に整理したものとして、「医
学教育モデル・コア・カリキュラム」（以下「カリキュラム」という。）があります。文部
科学省では、令和４年度改訂版としてこのカリキュラムを改訂し、令和４年 11月18日
に公表しました。令和４年度改訂版のカリキュラムは令和６年度以降の入学生に適用さ
れています。

ᩥ㒊⛉学┬䠤䠬 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/mext_00005.
html

カリキュラムの掲載先URL

医学部 コアカリ 検索 

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/ 

●「いきいき働く医療機関サポート Web」の「国の施策情報」の５項目︓「『医学
部等における労働法教育を考えるシンポジウム』の動画・資料掲載について」の全
体動画 13︓40秒頃～が文部科学省のカリキュラムに係る説明になっています。

カリキュラム解説資料・動画

いきサポ 検索 
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医学教育モデル・コア・カリキュラム
改訂について

高等教育局医学教育課

䛂医学教育モデル・コア・カリキュラム改訂について䛃䠄ᩥ㒊⛉学┬高等教育局医学教育課䠅 

（「医学部等における労働法教育を考えるシンポジウム」（令和５年２月 22 日開催）資料より） 
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医学/⻭学教育モデル・コア・カリキュラム（令和4年度改訂版）スケジュール
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専⾨研修

専⾨研修

�

医学、歯学、薬学、┳ㆤ学䛾コアカリ⟇定・改訂䛾ኚ㑄

医学

歯学

薬学

㻴㻴㻝㻝㻟㻟㻚㻚㻟㻟⟇⟇定定
㻴㻝㻠㻚㻠䡚

㻴㻴㻝㻝㻥㻥㻚㻚㻝㻝㻞㻞一一部部改改訂訂 㻴㻴㻞㻞㻟㻟㻚㻚㻟㻟改改訂訂
㻴㻞㻠㻚㻠䡚

㻴㻴㻞㻞㻥㻥㻚㻚㻟㻟改改訂訂
㻴㻟㻜㻚㻠䡚

㻴㻴㻝㻝㻠㻠㻚㻚㻤㻤⟇⟇定定
㻔㻔専専門門教教育育部部ศศ㻕㻕

㻴㻴㻝㻝㻡㻡㻚㻚㻝㻝㻞㻞⟇⟇定定
㻔㻔実実⩦⩦部部ศศ㻕㻕

㻴㻝㻤㻚㻠䡚

㻴㻴㻞㻞㻡㻡㻚㻚㻝㻝㻞㻞改改訂訂

㻴㻞㻣㻚㻠䡚

ᇶ本ⓗ䛺㈨㉁䛾ᥦ♧

㻴㻴㻝㻝㻟㻟㻚㻚㻟㻟⟇⟇定定

㻴㻝㻠㻚㻠䡚

㻴㻴㻝㻝㻥㻥㻚㻚㻝㻝㻞㻞一一部部改改訂訂 㻴㻴㻞㻞㻟㻟㻚㻚㻟㻟改改訂訂

㻴㻞㻠㻚㻠䡚

㻴㻴㻞㻞㻥㻥㻚㻚㻟㻟改改訂訂

㻴㻟㻜㻚㻠䡚

ᇶ本ⓗ䛺㈨㉁䛾ᥦ♧ ᇶ本ⓗ䛺㈨㉁䛾ಟ正 ᇶ本ⓗ䛺㈨㉁・⬟力䛾ᥦ♧

医学・歯学教育䛾在䜚᪉に関する
調査研究協力者会議

┳ㆤ学
㻴㻴㻞㻞㻥㻥㻚㻚㻝㻝㻜㻜⟇⟇定定

㻴㻟㻝㻚㻠䡚

㻴㻞㻤㻚㻝㻜 大学に䛚䛡る┳ㆤ系人ᮦ㣴ᡂ䛾在䜚᪉に関する᳨ウ会

㻴㻝㻥㻚㻡 㐃⤡調ᩚ委員会・専門教育研究委員会䛾タ置

㻴㻞㻟㻚㻣 薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂に関する専門研究委員会䛾タ置
薬学教育䛾改善・充実に関する

調査研究協力者会議
薬学教育カリキュラム䜢

᳨ウする協議会

（学生受入）

ᇶ本ⓗ䛺㈨㉁・⬟力䛾ᥦ♧

（学生受入）

（学生受入）

（学生受入）

�

10



医学教育モデル・コア・カリキュラム（令和4年度改訂版）

第1章 医師として求められる基本的な資質・能⼒
医ప峒峁峐峫峳島峵10の੦ম峔ৱସ・ચৡ峒峇のହધ峼੶ൗٴ

第2章 学修⽬標＋学修⽬標の別表
ৱସ・ચৡ峕ቝહ岮峉શの学修৯ఏ峼੶ൗٴ
岣習੭峃峣岷ႈ೩岤岣੦ম൧ఐ岤岣ਏඪ岤ಉ峼શ峒峁峐༮ંٴ

第3章 学修⽅略・評価

અ峒峔峵ઇ学の৶ಉ峼ંٴ
峔⽤ୁのੰହ৻ٴ

診療参加型臨床実習実施ガイドライン
実৬・実୭ٴ
学修峒௬の੶ஈٴ
ٴ EP$�

௬の・અ岲্峼ંٴ
௬্১の੶ൗٴ

റ・௬峕峎岮峐અ峕্ٴ
峔峵峲岰峔হ峼11ງஂ

⽅略 評価 ⽅略・評価事例紹介(参考）

PR.
崿嵕崽崏崫崟嵏
崲リ崢ム

GE.
়峕೩
・ে活
峼峩峵િ

LL.
েၺ峕峹峉峍
峐共峕学峠
િ

RE.
ఐ学ർ

PS.
専⾨知峕
੦峏岮峉ਖ
ੰৠચৡ

IT.
ੲਾ・ఐ学
ૼ峼活岵
峃ચৡ

CS.
೩崙アの峉
峫の൧ૼ

ચ

CM.
コ嵇ュ崳崙嵤
崟嵏嵛ચৡ

IP.
ர৴
ચৡ

SO.
ভ峕岴岻峵
医の૽સ
の৶ੰ

�

ٴ প学岶ੁ峃峵岣カリキュラム岤の岰峋岝৸প学で共ৢ峁峐峴ੌ峪峣岷岣コア岤のী峼ྴল峁岝岣モデル岤峒峁峐৬௺峕ତ৶峁峉峬の岞
ٴ ੂ版峙ਛ13年峕ੁ岞医峼峴೧峪୭৲峕ൣ岮改訂（ਛ19年度岝22年度岝28年度）岞
ٴ 学ে岶෮ৎ峨峑峕ମ峕હ岻て岴岹峣岷の実ᄷ的診療能⼒قੴ・ૼ能・ଙ২）峕ঢ়峃峵学修৯ఏ峼ન৲岞
ٴ 学েの学修ৎ間ਯの医学�3ীの2ங২岝ຓ学��સங২峼৯峒峁峉峬の （ଋ峴峙প学の્౦岬峵ஆঽのカリキュラム峼実）岞

医学/⻭学教育モデル・コア・カリキュラム（令和4年度改訂版）ਏ

যઠୠभ
ੜਸ

ৈೡ৲૨भ
ಊ

ৗ௪ഉඪ・
಼૩リ५ॡभੜপ

ৗૠఐ学ૼभ
୍

岣医師�ຓఐ医師峕求められる基本的な資質・能⼒岤峼ુৢ৲قஊ峙ৗਝ）

PR.�崿嵕崽崏崫崟嵏崲嵒崢嵈

GE.�়的峕೩・েણ峼峩るિ

LL.�েၺ峕峹峉峍てુ峕学峠િ

RE.�ఐ学的ർ

PS.�௧ੴ峕基峏岮峉ਖੰৠ能⼒

IT.��ੲਾ・ఐ学ૼ峼ણ岵峃能⼒

CS.�೩崙崊の峉めの診療ૼ能

CM.�崛嵇嵍崳崙嵤崟嵏ン能⼒

IP.��ர৴能⼒

SO.�ভ峕岴岻る医療の૽સの৶ੰ

キকॵॳ
ইঞش६ َਟभভृୠ॑ৄྚइؚऩৃृয॑णऩऍણඩदऌॊ医যभുਛُ

�
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医学ط⻭学教育モデル・コア・カリキュラム改訂पঢ়घॊ
৴൪৹ତ৩ভ ৩

伊藤 史恵 文部科学省高等教育局医学教育課長

江藤 一洋 歯学教育改善・充実に関する調査研究協力者会議座長

小川 彰 一般社団法人日本私立医科大学協会会長

釜萢 敏 公益社団法人日本医師会常任理事

北川 昌伸 前 国立大学医学部長会議常置委員会委員長

北村 聖 東京大学名誉教授

栗原 敏 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構理事長

齊藤 延人 一般社団法人全国医学部長病院長会議医学教育委員会委員長

嶋田 昌彦 東京医科歯科大学特任教授

永井 良三 自治医科大学学長

奈良 信雄 一般社団法人日本医学教育評価機構常勤理事

福井 次矢 東京医科大学茨城医療センター病院長

前田 健康 新潟大学歯学部長

俣木 志朗 日本歯科大学生命歯学部客員教授

三浦 廣行 一般社団法人日本私立歯科大学協会会長

南 砂 読売新聞東京本社常務取締役調査研究担当

門田 守人 日本医学会会長

柳川 忠廣 公益社団法人日本歯科医師会副会長

山口 育子 認定NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長 計１９名

（オブザーバー）

井上 圭三 薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する専門研究委員会座長

小椋 正之 厚生労働省医政局歯科保健課長

山本 英紀 厚生労働省医政局医事課長

※ 敬称略、五十音順

令和４年７月１日現在

〇：座長

〇

6

㻡㻛㻝㻝 㻠月

吨吨
吭吭
呁呁
吚吚
吆吆
呍呍吊吊
吸吸
呉呉
吟吟

吐吐
吖吖
呎呎
吟吟

令令
和和
咋咋
年年
ᗘᗘ
ධධ
学学
生生
厭厭
只只
㐺㐺
用用

࿘࿘▱▱

医学ط⻭学教育モデル・コア・カリキュラム
改訂पऐञスケジュール

➨➨
咊咊
ᅇᅇ

㐃㐃
⤡⤡
調調
ᩚᩚ
委委
員員
会会

吊吊
叹叹
吂吂
呁呁
ỴỴ
定定

➨➨
咆咆
ᅇᅇ

㐃㐃
⤡⤡
調調
ᩚᩚ
委委
員員
会会

䐟
令
和
㻞
年
ᗘ
調
査
研
究
吘
呎
吷
ሗ
࿌

䐠
委
員
厭
只
叏
ព
ぢ

等

ሗ
࿌
᭩

国ෆ調査

ᾏእ調査

ሗ
࿌
᭩

ሗ
࿌
᭩

➨➨
咇咇
ᅇᅇ

㐃㐃
⤡⤡
調調
ᩚᩚ
委委
員員
会会

䐟
調
査
研
究
吘
呎
吷
厭
只
改
訂
᪉
㔪

咁

咂ᥦ
♧

䐠
改
訂
᪉
㔪
咁

咂
双
関
去
召
議
ㄽ

等

➨➨
咈咈
ᅇᅇ

㐃㐃
⤡⤡
調調
ᩚᩚ
委委
員員
会会

䐟
調
査
研
究
吘
呎
吷
厭
只
吊
叹
吂
呁

咁⣲

咂ᥦ
♧

䐠
吊
叹
吂
呁
咁⣲

咂
双
関
去
召
議
ㄽ

等

➨➨
咉咉
ᅇᅇ

㐃㐃
⤡⤡
調調
ᩚᩚ
委委
員員
会会

䐟
吊
叹
吂
呁
咁

咂叏
☜
認
呍ព
ぢ

等

→

ᫎ
厷
厽
叇
吨
吭
吊
吸
叙

ព
ぢ
双
ᑐ
去
召

听
叺
呎
吠
吧
吚
吆

改
訂
᪉
㔪
咁
咂

調調
査査
研研
究究
吘吘
呎呎
吷吷

文文
部部
科科
学学
省省

ദദ
委委
員員
会会

吊
叹
吂
呁
咁⣲

咂

ព
ぢ

ព
ぢ

吊
叹
吂
呁
咁
咂

ព
ぢ

㻤㻛㻝㻤 㻝㻜㻛㻞㻝

ព
ぢ

㻣㻛㻝㻟
㻣㻛㻞㻞
䡚㻤㻛㻞㻝 㻝㻝㻛㻣

令和
5年ᗘ

令和3年ᗘ 令和4年ᗘ 令和
6年ᗘ

令和2年ᗘ

后后
呉呉
吴吴
吏吏
叽叽
吷吷
㛤㛤
ദദ

文文
部部
科科
学学
省省
㻴㻴
PP
公公
⾲⾲

㻝㻝㻛㻝㻤

�
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+2�ফ২ග 診療参加型臨床実習実施ガイドライン峕岴岻る岣ਏな診療ఐ岤قਉಋڭ診療ఐਊ峉峴ڰౝਰ）

ఐ ਗఐ ৵ుఐ ਓഎযఐ ಖઋఐ ়診療ఐ ఐ

峄৽ୡ峃峣岷診療ఐ

Rڰফ২ග ਉಋڭ診療ఐਊ峉峴৴ਢگౝਰپ

ఐ ਗఐ ৵ుఐ ਓഎযఐ ಖઋఐ ়診療ఐ ఐ

প学の૾ய峕়峹峅て実施
学ਗ施ਝ峕岴岻る実習峬૭能ຜჹఐ ତਗఐ ཽఐ ປ࿀ድ።ఐ ᆌႌஓఐ ౼ઋ৽ਗఐ ଣೝఐ

๊ఐ ୰৶診ఐ 臨床ਫ਼ਪఐ ਛਗఐ 嵒崷崻嵒崮嵤
崟嵏ンఐ

ຜჹఐ ତਗఐ ཽఐ ປ࿀ድ።ఐ ᆌႌஓఐ ౼ઋ৽ਗఐ ଣೝఐ

๊ఐ ୰৶診ఐ 臨床ਫ਼ਪఐ ਛਗఐ 嵒崷崻嵒崮嵤
崟嵏ンఐ ຓఐઠᒷਗఐ

প学の૾ய峕়
峹峅て実施

ਉಋگౝਰ
（峨峉峙峇島峕ৼਊ峃峵期間）

ຓఐઠᒷਗఐ

基本診療ఐ
学修⽬標峕ਰৣ岶ൕ岼られて岮るپ
 ਏな診岶峑岷る
 ୪岵らの診峼ੌ峩য়てられる
 ႈ೩の୰ଙ峮Ⴕ学峼৶ੰして岮る
 基本的な療ੑ峼য়੧峑岷る
 峓の峲岰峕崛ン崝嵓崮嵤崟嵏ン峃れ峚峲岮岵峼৶ੰして岮る

پ ৸য峔൧ચৡ・ଙ度峼᩿ു峃峵৯で岝ڰౝ間ਰ৴ਢ峁峐ଦര峃峵൧
ఐ峼ڭ൧ఐਰન৳峃峵岽峒岶ਏ
پ প学峕岴岵島峐峙岝ਏ峔学修ઍ岶ેী૿৳で岷峵峲岰岝ેী峔実習ৎ間の
ન৳峕ଦൟ岮峉峊岷峉岮
پ ൧ఐの専⾨ఐ峙প学岶ਝ峃峵
）৲ஓఐ ౝ間岝౼ઋ৽ఐڰ ౝ間ڰ ಉ

学ਗ施ਝ峕
岴岻る実習峬
૭能

ഥਮڰফ২ၖග医学ઇ嵊崯嵓・崛崊・崓嵒崕嵍ラ嵈峕岴岻る
診療参加型臨床実習の੶ൗ峕峎岮て

�

医ప峒峁峐峫峳島峵੦ম峔9峎のৱସ・ચৡٳ

ア崎崰カム੦ೕઇ峼ੌ峩峒峁峉੶ൗٳ
・ఐ৯・ઇఐ・学年のದઃਙ峕ป峍峐੶ൗ

൧ਸ臨床実習峼ষ岰൧ఐ実習期間ٳ
・ఐ岝ਗఐ岝৵ుఐ岝ਓഎযఐ岝ಖઋఐ岝়
൧ఐ
（ਉಋ1൧ఐ岬峉峴4ౝ間ਰ）
（ৗਝ）

ഉඪの੶ൗٳ
・ഉඪ峕ঢ়峃峵੶ൗ岶ങ
・েの੶ൗ岶৬

（ৗਝ）

（ৗਝ）

医学ઇ嵊崯嵓・崛崊・崓嵒崕嵍ラ嵈
（ਛ2�ফ২ၖගق

医学ઇ嵊崯嵓・崛崊・崓嵒崕嵍ラ嵈ၖ峕峎岮て

医師として求められる基本的な1�の資質・能⼒のၖٳ
2峎のৱସ・ચৡ峼ଁ়峁岝2峎ৱସ・ચৡ峼୯ਸܒ
ٛৗ峉峕୯ਸ峁峉ৱସ・ચৡٜ
・়峕೩・ে活峼峩峵િ（ୠ医岝৸য医ಉ）
・ੲਾ・ఐ学ૼ峼活岵峃ચৡ（৶௴峒ル嵤ル岝൧現場での
活⽤）

崊崎崰崓嵈基ೕ型ઇの岿らなるன৫ٳ
・ア崎崰カム੦ೕઇのઅ岲্峕ಋ峍峉੶ൗ峢峒改
・ਸ਼1ฆ峕ன৫峁峉ৱସ・ચৡ峕ቝ峏岻峐ਸ਼2ฆの岣学修৯ఏ岤峼
੶ൗ

診療参加型臨床実習峼ষ岰診療ఐと実習のၖٳ
・ఐ岝ਗఐ岝৵ుఐ岝ਓഎযఐ岝ಖઋఐ岝়൧ఐ
（ਉಋ1൧ఐ岬峉峴৴ਢ3ౝ間ਰ）
・ఐ（ਉಋ3ౝ間ਰ）
৲学修峃峣岷ႈ೩ਯのਡٳ
・ৗ峉峕岣શ岤峼ਛ峁৺630ႈ೩峼ൕൗ峃峵岽峒峒峁岝峇の岰峋
৺200ႈ೩峕岣੦ম嵆嵤崗（ٴ）岤峼હଖ

ഉඪの੶ൗのౄ実ٳ
・ৗコ嵕崲崎崌ル崡ৌૢಉの৽験峼౷峨岲峐岝医ప峒峁峐峲峴実ᄷ
峔൧峕峎峔岶峵峲岰5峎の学修৯ఏ峕੶ൗ峼୯ਸ・ౄ実峁峐岮峵岞

医師ുਛ峼め岺る২ਫಉとのତ়ਙの૿৳峕岻⽅ੁのٳ
ਫ਼ୈ
・医学েの医業の೧の১ਜ਼઼હ岻のન৲峔峓
医ప১改ਫ（R3�5）峢のৌૢܒ

学修⽅略・学修評価の୯加ٳ
・প学のઅ峒峔峵্റ・௬のੰହ峼੶ൗ
・৬峔崘崫崱崿ラ崗崮崋崡のં峕峲峵૯ன৫

医学ઇ嵊崯嵓・崛崊・崓嵒崕嵍ラ嵈
（ফ২ၖගڰഥਮق

�
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医学ઇ嵊崯嵓・崛崊・崓嵒崕嵍ラ嵈ၖ峕峎岮て

��

 岶国の医峙岝医పのশৎ間ௌ௮峕峲峴੍岲峳島峐岴峴岝ভ崟崡崮ム峒峁峐ਃ峔૾ய峕岬峵岞岽岰峁峉医పのௌ௮実ଙ峙岝医పযの೨峼༛૩峁岝
ૌௌଈ峼ഃ岹岴峇島岶岬峵峚岵峴で峔岹岝医ૌෙのリ崡崗峼ৈ峫岝೩の医৸峼ะ岵峃岴峇島岶岬峵岞医పの௮岷্改峼ਤ峁岝医ప峒೩峕峒峍峐峲
峴ଐ岮峔医৬峼ଡണ峁峐岮岹峉峫峕峙岝য峜峒峴の医పのਔ改峕峲峍峐改ఒ峁峐岮岹ਏ岶岬峵岞医現場峕岴岮峐岝ਭ岻峍峉೩
峕৸でସのৈ岮医峼峃峵峉峫峕岝ঽ峳の೨峼ન৳峃峵岽峒岶医ప峒峁峐のிਜで岬峵峒岮岰ੳ峼共થ峁峔岻島峚峔峳峔岮岞

 医పの௮岷্改峕峎岮峐峙岝前のモデル・コア・カリキュラム改訂峕ਿ৸৬峒峁峐௮岷্改実ষੑ岶峴峨峒峫峳島（ਛ29年گা28ద৮
ৠ）岝岽島峕੦峏岷岝令和ڲ年度岵峳医ప峕ৌ峃峵ৎ間ਗௌ௮ৎ間のૠのి⽤岶৫岿島峵岽峒峒峔峍峉峬ので岬峴岝০コアカリ改訂峕岴岮峐学
修৯ఏ峼୯ਸ・修ਫ峃峵岽峒峒峁峉岞

SO ভ峕岴岻る医療の૽સの৶ੰ
SO-01 ভଓ
SO-01-04 ਓ業৳・୭৳
SO-01-04-01�ਓ৳のਔଝ岝ௌ௮ୋেの3ଵ৶ಉ岝ਓ৳

の੦ম峔અ岲্峼৶ੰ峁峐岮峵岞
SO-01-04-02�ਓ৳・୭৳峕ঢ়৴峃る基本的な২峮

১峼৶ੰ峁峐岮峵岞
SO-01-04-03�ௌ௮಼૩峝ਙႈ୰との峇のৌੁ峼৶ੰ峁峐

岮峵岞
SO-05 国ਗのଳਡ岵峳ኇ岲峵医
SO-05-01 国の医の૽સ峮医৬
SO-05-01-01�医師১岶める医師のਥとଝਜ峼৶ੰ峁峐岮峵岞
SO-05-01-02�医療峼ૠ峃る১・২峼ହで岷峵岞
SO-05-01-03�医療১岶める医療施ਝのரథとਃ能峕峎岮峐

ਏ峼৶ੰ峁峐岮峵岞
SO-05-01-05�ୠ医療৬峕ঢ়峃る౾ୖのৼ൩ঢ়৴ਙの

ਏ峼৶ੰ峁峐岮峵岞
SO-05-01-06�医৬峒医師の௮岷⽅峕峎岮峐ঽମのઅ岲峼

峣峵岽峒岶で岷峵岞

R�ফ২ග 第2章 学修⽬標 CS ೩崙崊の峉めの診療ૼ能
CS-05�医のସ峒೩৸
CS-05-02 医జহの೨ଵ৶
CS-05-02-01�医療జ事峕求められる೨ଵ৶�ে活習ຯ改ఒ岝

ଆமர岝峚岹ੁ�岝業ഉৌੁ�ற崡
崗リ嵤崳嵛崘岝嵗崗崩嵛மர�峼実ᄷ峃峵岞

CS-05-02-02�ঽମ峼அ峪医療のௌ௮୭のఒのਏਙ峼
৶ੰ峁岝実の医療ਠৃ峕岴岮てఒ峕める岽峒
岶で岷峵岞

LL েၺ峕峹峉峍てુ峕学峠િ
//-01 েၺ学習
//-01-02 キ嵋リア৫
//-01-02-01��ঽମの௴峼᩿ു峁峔岶峳岝৬的峕崕嵋嵒崊峼ଡ

ണ峁峐岮岹岽峒岶で岷峵岞
//-01-02-02��ঽらのੱମ峼পજ峕峑岷る岞

IP ர৴能⼒
,P-02 ੈ௮実ᄷ
,P-02-04 ரの৶ੰ
,P-02-04-01��୰・൧ਚ・ਝಉのৃ୭峮崩嵤嵈峮ಉ

のਚര峕ૢ峂峉ரの૽સ峼৶ੰ峁峐岮峵岞

嵊崯嵓・崛崊・崓嵒崕嵍ラ嵈ၖ峕ൣ岮ి৷学ফقഥਮ�ফ২ো学ে）
峲峴峕প学峑ৌૢ岮峉峊岷峉岮事ඨ峕峎岮て

ٛ⋇೩ৼৌૢษઠقৗૠ）ٜ （コアカリ P160）
医学েの൧ਸ臨床実習峼ਤ峃峵峕岬峉峍峐岝ใோの೩ৼษઠಉ峼活⽤峃峵岽峒峬அ峫岝೩岵峳の臨
床実習峕ঢ়峃峵ৼ峕峬ৌૢで岷峵ษઠ峼ਝ઼峃峵峒峒峬峕岝峇島峼周知峃峵峲岰峫峐岮岹ਏ岶岬峵岞

ٛ⋈ஹଝਜقৗૠ）ٜ （コアカリ P173）
令和ڱ年ڰাڭষの改ਫ医ప১で峙岝医ప১ਸ਼17のگ峕岴岮峐岝共⽤試験峕়ત峁臨床実習峕ਸ峃峵
学ে峙ஹଝਜ岶ୖ峅峳島峐岮峵岽峒峼周知峃峵ਏ岶岬峵岞যੲਾ৳૧峕ঢ়峁峐峙岝যੲਾ৳૧১ಉの১令峕
੦峏岷岝୰（医৸ଵ৶⾨峮൧ੲਾଵ৶⾨ಉ）で峫峉嵅リ崟嵤峼୰৩峒峕学ে峕峬Ꮝஹ
岿峅峵ਏ岶岬峵岞

ٛ೩ਔقၖ）ٜ
⋉ෆฐਔ （コアカリ P175）
প学峝学ਗ実習ੈৡ医ਃঢ়峕岴岮峐医学ে岶ਊჾ೩の൧活峕ਸ峃峵岽峒峕峎岮峐岝প学の実習ଁ
ฐ⾨岶峫峉臨床実習で医学ে岶ষ岰医ষನの೧峼ં峁峉で岝⼊೩ಉ岵峳岣ෆฐਔ岤峼ધછで੭峵岽峒
峼ਫ਼ୈ峃峣岷で岬峵岞峔岴岝ઠ୍でਔ峼੭峵場়峙岝൧ஈ峕੶ൗ峃峵岽峒岶峨峁岮岞

⋊別ਔ （コアカリ P177）
প学の実習ଁฐ⾨岶峫峉医学ে岶臨床実習でষ岰医ষನの೧峕峔岮峬の峮岝೧峕岬峵岶岝ਙのৈ
岮峬の峮ᵨႥ峒ਖ਼岿島峵医ষನ峕峎岮峐峙岝ෆฐਔ峕ਸ岲峐岝શ峕ହ峁ਔ峼੭峵岽峒岶峨峁岮岞

 令和ڰ年度改訂版医学ઇモデル・コア・カリキュラム峙岝令和6年度⼊学ে岵峳ి⽤岿島峵岞
 令和ڱ年ڰাڭষの改ਫ医ప১峕ঢ়峃峵ਰৣڰ峎峕峎岮峐峙岝ి⽤学年峲峴前峕প学でৌૢ岮峉峊岷峉
岮হඨで岬峵岞

�

14



モ デ ル講義案



08

　モデル講義案（標準例）には、下記についてそれぞれのポイント、時間配分などを盛り込んでいます。

モデル講義案（標準例）について

講義実施前の準備について

講義の目的・ねらいを十分に検討する

● 講義実施前の準備
● 対象となる医学生の学年、講師の選定、講師の体制
● 第１部、第２部の講義の目的（ねらい）と内容

❶ 医学生が将来の専攻分野を検討するに当たっての選択肢をより広く捉えるきっかけとする

❷ 長時間労働を前提としない働き方の重要性をより広く捉えるきっかけとする

モデル講義案（標準例）による講義の目的・ねらい・詳細については、後述（Ｐ
23,29）に記載の通りですが、自大学の特色等を踏まえて、大学として医学生に対し
て何を伝え、どのようなことを感じてほしいのか、目的・ねらいを定め、これに沿っ
た講義内容を検討することも重要です。また、講義の内容に即して講師を選定するこ
とも大切です。

医師の働き方改革やその基本となる労働法の基礎に触れる中で、例えば、次のよう
な点に目的・ねらいの力点を置いて講義を設定することも考えられます。

例えば、「医師は長時間労働が前提なので、仕事と家庭・育児を両立させようと思うと
専攻できる診療科が限られる」と考えている医学生が多い場合には、専攻やその後のキャ
リアデザインに関して幅広い選択肢があることを意識してもらえるような講義とすること
が考えられます。

勤務環境が厳しいイメージのある診療科での働き方改革の取組について身近な自大学の
附属病院での取組などを示しながら講義すること、仕事と家庭・育児の両立を可能とする
制度を身近な講師の経験談を交えて講義することなどが考えられます。

その責任感などから医師として働くためには長時間労働もやむを得ないと考えている学
生が多い場合には、質の高い安全な医療を提供するためには長時間労働を前提としない働
き方の選択肢やその重要性を意識してもらえるような講義とすることが考えられます。

例えば、医師同士の役割分担、多職種連携などによって多様な働き方で多様な人がチー
ムとして関わることでより高いパフォーマンスを示している事例や、長時間労働が医療の
質や安全に与える影響なども交えながら、こうした取組が長時間労働を前提としない働き
方につながる点についても講義することが考えられます。
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★具体的スケジュール（例）

３か月前
～２か月前

（講義の大枠の決定）

２か月前
～１か月前

１か月前
～１０日前

２日前

講義当日

● 講師との打ち合わせ（事務局と講師）
※講師決定後可能な限り早期に講義イメージを共有し、各講師に自分が話す内容をイメ
ージしていただく。
※特に外部講師に依頼する際には十分な打ち合わせが必要（詳細はＰ33に記載）

● 学生への告知（周知）開始　※必要に応じて
● 講義当日に使用する関連資料（例：講義後のアンケート等）の作成
● （実施する場合）事前アンケートを実施し医学生のニーズを確認

● 登壇講師同士での打合せ実施
※各講師が自分の話す内容をある程度イメージできた段階で、講義当日に誰が何を話す
かといった役割分担や、立場や考え方に相違がある場合に講義全体としてのメッセージ
をどこに置くかといった共通認識を得ておくこと。

● 各講師が講義当日に使用する資料を作成
● 当日のタイムスケジュール、進行スクリプト作成
● 会場の配置図作成、人員配置の確認
● 当日の必要機材確認：講義録画、撮影用機材等　※必要に応じて

● 当日資料の資料配布（データ送信）　※オンラインの場合

● 講義の目的・テーマ及び開催日程の決定
● 講義形式の決定（対面orオンライン開催）
● 講師の決定：講師への依頼、スケジュールの確保

※特に外部講師に依頼する際には十分な時間が必要（詳細はP33に記載）
● 告知（周知）方法の決定：必要に応じて周知リーフレット（Ｐ102参照）等

● 事前アンケートの実施を併せて検討（実施の場合アンケート作成）
の作成開始

● 会場設営、資料配布
● 通信状況の確認　※オンラインの場合

さらに、事前に、受講予定の医学生に簡易なアンケートを行い、どのような
講義を聴きたいか、これから医師として働くに当たって疑問・不安点はどのよ
うなものがあるかなどを確認した上で、講義の企画や資料作成を行うことで、
より効果的な講義の実現が可能になると考えられます（事前アンケートの項目
例は本書 P294（令和5年度）、 P300（令和4年度）参照。）。

事前準備には十分な時間を確保する
講義を実施することが決定した後、講義実施日を確定することとなりますが、

以下に講義実施日までの準備内容とスケジュール（例）を示しますので参考と
してください。なお、この例は、複数の大学医学部で開催したモデル講義の準
備日程を踏まえて作成したものです。各大学では、本講義の実施について年間
の授業カリキュラムの検討時期において検討され、スケジュール（例）で示す
日程よりも早い段階から準備ができるものと考えます。
いずれにしても、講義の目的、ねらいを十分に検討し、関係者の間で認識を

しっかり共有することが重要です。
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基本的には、臨床実習に出て現場に初めて触れる５年生を中心に対象として想定することが考えられます。
　臨床の現場に出ている５年生であれば、講義を聴いた次の日から、講義で感じたことや考えたことを踏まえ
て、実際に働く医師を見ることができます。講義の内容と実際の現場の感覚が結びつくことによって、高い学習効
果を期待することができます。
　もちろん、５年生でなければならないというものではなく、大学や学生の実情や講義の目的、ねらいに応じて、
５年生以外の学年を対象とすることもあり得ます。
　ただし、モデル講義では、４年生あるいは幅広い学年を対象として実施することとなった中で、４年生以下の学生
は、まだ臨床の現場を知らない段階であり、実際の自分の事として感じられない可能性があること、そしてせ っか
くの講義が自分の中で十分に活かしきれない場合があるとの指摘もありましたので、このことにも留意する必要が
あります。

対象となる医学生の学年

この点については、例えば、
・１、２年生など低学年を対象とする場合は、まず医師として働くことの大まかなイメージを持つことが
できるよう、医師の働き方の具体例を示して説明する
・２年生、４年生及び６年生の学年毎に労働法講義を実施し、それぞれのレベルに沿った内容を説明すると
いった工夫を行うことで、より理解が深まると考えられます。

また、労働法講義の実施に当たり、臨床研修医等の大学病院で働いている医師も受講可能とすること
により、医師の働き方改革に関する情報発信をより効果的に行うことも考えられます。本書には、研修医
等の若手医師向けのセミナー実例も掲載しています（本書P212）ので、こちらも活用いただければと思
います。

本講義を必修科目のうちの１コマとするのか、選択科目のうちの１コマとするのか、
自主参加（セミナー）とするのか、様々な位置付けが考えられます。モデル講義を含む
各大学医学部で実施した講義では、必修科目のうちの１コマとして取り扱った大学（欠
席者には後日レポートを提出させる対応）、自主参加（セミナー）として位置付けた大学、
対象学年のうち一部の学年は必須・その他の学年は任意とするなどの対応がありました。
必修科目のうちの一コマとして設定いただければ、より多くの学生が参加することが見
込まれる点で望ましいですが、いずれの場合でも、多くの学生に参加していただく工夫
をしていただくことが重要です。

本講義の
位置付け
について
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　第１部、第２部で想定される講義の内容を踏まえ、以下のような講師が想定されます。

講師の選定

第 1 部

第 2 部

【例】
医学部教務担当医師、附属病院関
係者、産業医、外部の知見を有する
医師（学内で適任者の確保が難し
い場合などに依頼することも考えら
れます）

想定される講師想定される講義内容

● 医師の働き方の実情、医師の働き方改革の
内容とその趣旨・目的の捉え方
※実際に医師として活躍されてきた講師の経験談に触
れ、医師の働き方改革の簡単な概要を知ることと併せて
改革の捉え方を考える内容を想定しています。

● 学内（附属病院）の働き方改革（職場環境の
改善）等に関する内容
※学内の医師が参画することで学生が身近に感じられる
ような取組や経験談に触れることを想定しています。

【例】
弁護士、管理者の経験のある学内
の医師や、学内（他学部含む）にお
いて労働法の知見を有している方、
外部の弁護士等（学内で適任者の
確保が難しい場合などに依頼する
ことも考えられます）

● 労働法の基礎的な知識に関する内容
（医師の働き方改革関連の制度を含む）
※労働法について一般・学生向けの講義経験があるな
ど、労働法の知見を有する方が、医学生に対してわかり
やすく講義することを想定しています。
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モデル講義等も踏まえ、以下のような講師の体制が想定されます。

● 医師の働き方改革の内容、その趣旨・目的の捉え方
について学内の状況をよく知る複数の医師から異
なる視点で伝えたい。

● 労働法については、専門家から正しい知識を伝えて
もらいたい。

● 医師の働き方改革の内容、その趣旨・目的の捉え方
について、学内に加え、学外の医師の視点も考慮し
て伝えたい。

● 労働法については、専門家から正しい知識を伝えて
もらいたい。

● 医師の働き方改革の内容、その趣旨・目的の捉え方
について学内の状況をよく知る複数の医師から異
なる視点で伝えたい。

● 労働法については、学内の状況を知る適任者から
講義をしてもらいたい。また、第１部の学内講師が第
２部を担当し、講義の一体感をより高めたい。

● 医師の働き方改革の内容、その趣旨・目的の捉え方
について、学内に加え、学外の医師の視点も考慮し
て伝えたい。

● 労働法については、学内の状況を知る適任者から
講義をしてもらいたい。また、第１部の学内講師が第
２部を担当し、講義の一体感をより高めたい。

講師の選定の考え方

学内講師 ２名

学内講師 １名
外部講師 １名

学内講師 ２名

学内講師 １名
外部講師 １名

第 1 部

外部講師 １名
（弁護士）

学内講師 １名
（第１部講師と
同一人or別人）

第２部

例１

例２

例３

例４

講師の体制

　将来医師となる学生が、医師の働き方の実情、医師の働き方改革の動向等に触れることで自らが医師としての
働き方を考えるきっかけとなり、労働法の基礎に触れることで仕組みへの理解を深めることにつながります。まず、
モデル講義案（標準例）全体の流れを示します。なお、いずれも講義の目的、ねらい等によって様々なケースが想定
されますので、柔軟に対応いただくことも想定されます。

モデル講義案（標準例） 全体の流れ

時間（所要）の目安

0：00～0：05（５分）
（導入）

● 講義のテーマを意識する。
［取組例］講義担当者から冒頭に労働法に関するクイズを出題する、講義の趣

旨を説明する、など。

0：45～0：60（15分） ● 質疑応答、ディスカッションにより、働き方を自分事として考える。
［取組例］学生が講師に対して質問する時間を設ける。
［取組例］学生が関心を有する個別のテーマを提示してディスカッションの時間

を設ける（仕事と家庭の両立、働き方と医療の質の関係、など）。

0：05～0：45（40分）
【説明（第１部）】

● 実際に医師として活躍されてきた講師の様々な立場や経験を踏まえた「働き
方」に触れることで、自らが医師として働く際の働き方を意識する。

［取組例］複数の医師から多様な視点で講義（内部講師と外部講師、男性医師
と女性医師、キャリアに関する経験の異なる医師、など）。

［取組例］自大学（附属病院等）の職員（医師だけでなく医師以外の職種を含
む）の働き方改革の取組の紹介。

※第２部（労働法の基礎的な知識に関する講義）との関係を意識して、労働者性、労働契約、労働時
間、仕事と家庭の両立等に関する経験談、エピソード等に触れることも考えられます。

0：60～0：85（25分）
【説明（第２部）】

● 労働法の基礎に触れることで労働法への理解を深める。
［取組例］第２部講義資料（資料１・P176）に沿った講義の実施。

※第１部の講義の流れを踏まえて、話す内容に強弱をつけることや資料編に掲載している内容も踏
まえて説明することが考えられます。

0：85～0：90（5分）
（まとめと振り返り）

● 講義全体を振り返り、講義のポイントを理解します。
［取組例］進行役の講師による講義の総括、講義全体に関する質疑応答の実施。

※講義後、アンケート調査を実施することで次回以降の講義に反映することが考えられます。

講義の展開
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　将来医師となる学生が、医師の働き方の実情、医師の働き方改革の動向等に触れることで自らが医師としての
働き方を考えるきっかけとなり、労働法の基礎に触れることで仕組みへの理解を深めることにつながります。まず、
モデル講義案（標準例）全体の流れを示します。なお、いずれも講義の目的、ねらい等によって様々なケースが想定
されますので、柔軟に対応いただくことも想定されます。

モデル講義案（標準例） 全体の流れ

時間（所要）の目安

0：00～0：05（５分）
（導入）

● 講義のテーマを意識する。
［取組例］ 講義担当者から冒頭に労働法に関するクイズを出題する、講義の趣

旨を説明する、など。

0：45～0：60（15分） ● 質疑応答、ディスカッションにより、働き方を自分事として考える。
［取組例］ 学生が講師に対して質問する時間を設ける。
［取組例］ 学生が関心を有する個別のテーマを提示してディスカッションの時間

を設ける（仕事と家庭の両立、働き方と医療の質の関係、など）。

0：05～0：45（40分）
【説明（第１部）】

● 実際に医師として活躍されてきた講師の様々な立場や経験を踏まえた「働き
方」に触れることで、自らが医師として働く際の働き方を意識する。

［取組例］ 複数の医師から多様な視点で講義（内部講師と外部講師、男性医師
と女性医師、キャリアに関する経験の異なる医師、など）。

［取組例］ 自大学（附属病院等）の職員（医師だけでなく医師以外の職種を含
む）の働き方改革の取組の紹介。

※第２部（労働法の基礎的な知識に関する講義）との関係を意識して、労働者性、労働契約、労働時
間、仕事と家庭の両立等に関する経験談、エピソード等に触れることも考えられます。

0：60～0：85（25分）
【説明（第２部）】

● 労働法の基礎に触れることで労働法への理解を深める。
［取組例］ 第２部講義資料（資料１・P245）に沿った講義の実施。

※第１部の講義の流れを踏まえて、話す内容に強弱をつけることや資料編に掲載している内容も踏
まえて説明することが考えられます。

0：85～0：90（5分）
（まとめと振り返り）

● 講義全体を振り返り、講義のポイントを理解します。
［取組例］ 進行役の講師による講義の総括、講義全体に関する質疑応答の実施。

※講義後、アンケート調査を実施することで次回以降の講義に反映することが考えられます。

講義の展開
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● 講義全体は所要90分としています。また、第１部は60分程度、第２部は30分程度を目安としています。第１部
では、複数の医師が、働き方に関する自身の経験や考えを十分に話せる時間を確保できるようにするため、
手厚い時間配分としています。

● 第１部においてはディスカッションの時間を設けています。これは、学生が自分事として捉える上で効果的な
手法であると考えます。講義の形態や内容などによってディスカッションが難しい場合は、講師間でのトークセッ
ションや講師への質問の時間を設けたり、講師から学生に対して講義の感想や疑問点などの問いかけを行
うなど、学生参加型の講義となるような工夫も重要です。

● 「講義全体90分の枠では収まらない内容なので、第１部と第２部を２回に分けてじっくり行いたい」場合に
は、それぞれ十分時間を確保して実施することも想定されます。
※なお、このモデル講義案（標準例）における講師の体制は、Ｐ20の例２（第１部は学内講師と外部講師、第２部は外部講師（弁護士））の
場合を想定して設定したものです。

モデル講義案（標準例） 第１部のポイント

繰り返しとなりますが、第１部では、実際に医師として活躍されてきた講師の様々な立場や経
験を踏まえた「働き方」に触れることで、自らが医師として働く際の働き方を意識してもらうこと
を目的とするものです。

第１部の目的

● 第１部では、働き方を様々な角度から考えるきっかけとなるよう、複数の医師（内部講師
と外部講師、男性医師と女性医師、キャリアに関する経験の異なる医師等）から、多様な観
点から話をすることが大切です。学生の理解を深めるためにも、講師の間で、役割を分担し
て講義内容を調整することが望ましいでしょう。

● 講義前半を担当する方は、「説明（全体20分）のポイント」（P24参照）に記載した内容
を踏まえて説明していただくことが重要です。特に重要な点としては、

❶ 医師の働き方改革の趣旨・目的をしっかり理解してもらうこと
❷「多様性のある働き方（多様な働き方）」が実現することによって、誰もがその能力を発

揮して活き活きと働くことができること

です。❶については、P24の表中「医師の働き方改革の内容、趣旨・目的の説明のポイント」
を参考にしていただくとよいでしょう。また、❷については、各々の立場、経験を踏まえなが
ら、多様性のある働き方や妊娠・出産・育児期の仕事と生活の両立について触れていただ
くとよいでしょう。

● 講義後半を担当する方について、学内講師の方を想定する場合には、自大学に関わる
身近な話題に触れながら、医師の働き方改革の意義等の説明をすることが考えられます。

このとき、学内ではまだまだ取組が進んでおらず学生に対して話す話題が見つからない
と悩まれることがあるかもしれません。しかし、学内の先生がご自分のこれまでのご経験を
踏まえながら、働き方改革に向けた考え方、今後どのように進めていきたいか、あるいは進
めるに当たってこのような課題も考えられる（が、よりよい勤務環境の構築を目指していく）
といった内容であっても、学生にとっては、自ら考える貴重な学びの機会となるはずですか
ら、本資料を参考にしながら、学生にメッセージを発信してみてはいかがでしょうか。

● ディスカッションの時間を設けています。これは、学生が自分事として捉える上で効果的な
手法であると考えます。P25にディスカッションの材料を掲載しましたので参考としてく
ださい。なお、講義の形態や内容などによって、時間の確保が困難な場合にはディスカッショ
ンの代わりに、講師への質問の時間を設けたり、講師間でのトークセッションを通じて、講
師から学生に対して講義の感想、疑問点などの問いかけを行うことも想定されます。

講義の進め方

22

モ デ ル 講 義 案 （ 標 準 例 ）



モデル講義案（標準例）　第１部のポイント

　繰り返しとなりますが、第１部では、実際に医師として活躍されてきた講師の様々な立場や経
験を踏まえた「働き方」に触れることで、自らが医師として働く際の働き方を意識してもらうこと
を目的とするものです。

第１部の目的

● 第１部では、働き方を様々な角度から考えるきっかけとなるよう、複数の医師（内部講師
と外部講師、男性医師と女性医師、キャリアに関する経験の異なる医師等）から、多様な観
点から話をすることが大切です。学生の理解を深めるためにも、講師の間で、役割を分担し
て講義内容を調整することが望ましいでしょう。

● 講義前半を担当する方は、「説明（全体20分）のポイント」（P24参照）に記載した内容
を踏まえて説明していただくことが重要です。特に重要な点としては、

❶ 医師の働き方改革の趣旨・目的をしっかり理解してもらうこと
❷ 「多様性のある働き方（多様な働き方）」が実現することによって、誰もがその能力を発

揮して活き活きと働くことができること

 です。❶については、P24の表中「医師の働き方改革の内容、趣旨・目的の説明のポイント」
を参考にしていただくとよいでしょう。また、❷については、各々の立場、経験を踏まえなが
ら、多様性のある働き方や妊娠・出産・育児期の仕事と生活の両立について触れていただ
くとよいでしょう。

● 講義後半を担当する方について、学内講師の方を想定する場合には、自大学に関わる
身近な話題に触れながら、医師の働き方改革の意義等の説明をすることが考えられます。
　このとき、学内ではまだまだ取組が進んでおらず学生に対して話す話題が見つからない
と悩まれることがあるかもしれません。しかし、学内の先生がご自分のこれまでのご経験を
踏まえながら、働き方改革に向けた考え方、今後どのように進めていきたいか、あるいは進
めるに当たってこのような課題も考えられる（が、よりよい勤務環境の構築を目指していく）
といった内容であっても、学生にとっては、自ら考える貴重な学びの機会となるはずですか
ら、本資料を参考にしながら、学生にメッセージを発信してみてはいかがでしょうか。

● ディスカッションの時間を設けています。これは、学生が自分事として捉える上で効果的な
手法であると考えます。P25にディスカッションの材料を掲載しましたので参考としてく
ださい。なお、講義の形態や内容などによって、時間の確保が困難な場合にはディスカッショ
ンの代わりに、講師への質問の時間を設けたり、講師間でのトークセッションを通じて、講
師から学生に対して講義の感想、疑問点などの問いかけを行うことも想定されます。

講義の進め方
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時間（所要）の目安

0：05～0：25 （20分）
【外部講師】

0：25～0：45 （20分）
【学内講師】

0：45～0：60 （15分）
【両講師】

● 学内でのタスクシフト・シェアの取組、院内保育やＩＣＴの活用など、働き方改革を
行うための具体的な取組から、医師の働き方改革の意義等を説明することが考え
られる。

● 自大学附属病院における医師の働き方改革に関する取組の紹介や、いろいろな
工夫でいろいろなキャリアパスを描くことができる（再考できる）など、医学生にと
って身近で興味を惹く話題となるようにすることが考えられる。

内容（項目）とポイント（全体の流れ）

● 学生からの質疑応答
 具体的なテーマを設定し、講師間や学生が参加した形でのディスカッション等
が考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次ページに具体例 ▶▶

● 実際に、医師として活躍されてきた講師の様々な立場や経験を踏まえて、
❶ 医師の働き方の実情（過去、現在）
❷ 医師の働き方改革の内容やその趣旨・目的をどのように捉えるか
❸ 今後の医師の働き方のあるべき姿（ご自身や所属における取組等）について説明。

● 学生が身近に感じられるよう、講師の経歴（臨床、研究、国内・海外留学、結婚、子
育てなど含めた生活）を紹介しながら講義することも考慮。

説明（全体20分）のポイント

● 医師の長時間労働の現状を示しつつ、医師の時間外労働の上限規制の概要を説明。
※多くの医学生は働き方改革の仕組みや労働法に触れたことがないことを前提として、制度の
詳細は第２部での紹介とし、第１部では概要説明のみにとどめることが考えられます。

● 医師の働き方改革の趣旨・目的については、主に以下の観点を入れて説明。
 医師個人の時間を制約したり成長を妨げるものではなく、医療システムを効率
化し生産性の高いものにするものであり、また、医師個人のキャリアを叶えや
すくするものであること

 医師の健康の確保を通じて、医療を受ける立場である患者・国民にとって、質
の高い、安全な医療が提供されることにつながるものであること

 持続可能な医療提供体制の構築につながるものであり、必要な医療提供体制
の維持と医師の健康の確保の両立が目指されているものであること

（まとめとして）
 　医師の働き方改革は、医師自身の（家族も含めた）Well beingを実現するもので
あること。同時に、そのことによって、最高水準の医療を提供することが可能となり、患
者さんのWell beingにもつながること。

医師の働き方改革の内容、趣旨・目的の説明のポイント

外部講師と
学内講師の間で、
役割を分担して、
講義内容を調整

講義の参考資料と
して第1部講義資料

（P39～）
高が心関の生学、に特。明説ていつに点るあで要重がとこくいてし進推を」性様多の方き働「 ※

※医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）が大前提になるものであり、継続し
た修練を効率的に行うために働き方改革は重要であることにも言及する。

いと考えられる仕事と家庭・育児等の両立に関して、各々の立場、経験を踏まえて、多様性のある
働き方、妊娠・出産・育児期の両立支援の説明を行うことが考えられる。取組が進んでいる医療
機関を紹介することも考えられる。

　学生が講義を聴いて終わりではなく、さらに講義内容に対する自身の考えをより深めるために、グループディス
カッションは大変有効です。講義を聴いてどのような考えを持ったか、それに対して他の学生の考えはどうであっ
たか、グループディスカッションにより自身の考えを深めていくことでそれが自分自身の考えとして定着していくこと
につながります。
　モデル講義案（標準例）で示す時間枠は 10 分～15 分程度を想定しています。そのため、ここでは、ディスカッション
のテーマ例、考えてほしいポイントを示し、学生への問いかけ、あるいは講師間でのやり取りのテーマとして取り上
げていただくことを想定しています。

グループディスカッションの提案

【ディスカッションのテーマ】
テーマ例①「仕事と家庭・育児の両立と多様な働き方」

考えてほしいこと

● 仕事と家庭・育児を両立する上でどのような点がそれを妨げる要因となっているのか？
● 仕事と家庭・育児の両立に向けてどのような制度を利用することができるのか？
● どちらのキャリアも中断されることなく、仕事と家庭・育児を両立しようとする際に、そ

れを妨げる因子を挙げ、解決策を考えましょう。

設定
● 夫婦ともに医師としてフルタイムで働いている。子供が大好きでともに育てていきたい

と考えているが、双方ともに医師としてのキャリアが気になり、どうしようか悩んでいる。
● 医師としてのスキル向上を望んでおりキャリアアップし続けたい。

考える際のポイント ● パートナーとの役割分担や選択肢について、お互いの立場を想像しながら、多様性の
ある働き方を尊重することが重要であることに気付く。

テーマ例②「長時間働くことと患者に提供する医療の質」

考えてほしいこと

● 長時間働くことは、提供する医療の質にどのような影響を与えるか？
● 長時間働くことは、効果的な技能や知識の修得につながるか？
● 医師の技能や知識の修得と勤務環境の改善の両立について、制度はどのような対応

をしているか？
● 技能や知識の修得と働き方について自分ならどのように対応していくか？

設定

● 医師として患者に質の高い医療を提供していくためには、経験を積んで技能や知識を
修得し、日々研鑽を行うことが必要で、そのために長時間働くことはやむを得ない面
があると考えている。長時間働けないと、提供する医療の質が落ちるのではないかと
悩んでいる。

考える際のポイント ● 働き方改革は、提供する医療の質や安全性の向上、効果的に技能や知識を修得する
ことにつながる取組であることに気付く。
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　学生が講義を聴いて終わりではなく、さらに講義内容に対する自身の考えをより深めるために、グループディス
カッションは大変有効です。講義を聴いてどのような考えを持ったか、それに対して他の学生の考えはどうであっ
たか、グループディスカッションにより自身の考えを深めていくことでそれが自分自身の考えとして定着していくこと
につながります。
　モデル講義案（標準例）で示す時間枠は 10 分～15 分程度を想定しています。そのため、ここでは、ディスカッション
のテーマ例、考えてほしいポイントを示し、学生への問いかけ、あるいは講師間でのやり取りのテーマとして取り上
げていただくことを想定しています。

グループディスカッションの提案

【ディスカッションのテーマ】
テーマ例①「仕事と家庭・育児の両立と多様な働き方」

考えてほしいこと

● 仕事と家庭・育児を両立する上でどのような点がそれを妨げる要因となっているのか？
● 仕事と家庭・育児の両立に向けてどのような制度を利用することができるのか？
● どちらのキャリアも中断されることなく、仕事と家庭・育児を両立しようとする際に、そ

れを妨げる因子を挙げ、解決策を考えましょう。

設定
● 夫婦ともに医師としてフルタイムで働いている。子供が大好きでともに育てていきたい

と考えているが、双方ともに医師としてのキャリアが気になり、どうしようか悩んでいる。
● 医師としてのスキル向上を望んでおりキャリアアップし続けたい。

考える際のポイント ● パートナーとの役割分担や選択肢について、お互いの立場を想像しながら、多様性の
ある働き方を尊重することが重要であることに気付く。

テーマ例②「長時間働くことと患者に提供する医療の質」

考えてほしいこと

● 長時間働くことは、提供する医療の質にどのような影響を与えるか？
● 長時間働くことは、効果的な技能や知識の修得につながるか？
● 医師の技能や知識の修得と勤務環境の改善の両立について、制度はどのような対応

をしているか？
● 技能や知識の修得と働き方について自分ならどのように対応していくか？

設定

● 医師として患者に質の高い医療を提供していくためには、経験を積んで技能や知識を
修得し、日々研鑽を行うことが必要で、そのために長時間働くことはやむを得ない面
があると考えている。長時間働けないと、提供する医療の質が落ちるのではないかと
悩んでいる。

考える際のポイント ● 働き方改革は、提供する医療の質や安全性の向上、効果的に技能や知識を修得する
ことにつながる取組であることに気付く。
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具体的な進め方
● 前記の「設定」と「考えてほしいこと」を伝えます。時間は５分～10分程度。
● 学生を前後・左右で４名～５名程度のグループに分けて討議させます。
● いくつかのグループに発表させます。時間は１、２分程度。

［留意点］ ここでのグループディスカッションは結論を出させるものではありません。あくまでも他のメンバーとの議論を通じていろいろ
な意見を聴き、自分の考えを深めることが目的です。

本格的なディスカッションをお考えの場合には
　本格的なグループディスカッションを行う場合には、モデル講義案（標準例）よりも多くの時間を確保す
ることが必要となりますので、講義を２回に分けることも考えられます。
　進め方と留意点を以下に示しますので参考としてください。

グループディスカッションの進め方と留意点
● 講師はグループ分けを行います（各グループの構成は5名～10名程度が適当）。
● 講師は具体的なテーマを設定します。

例）仕事と家庭・育児の両立、働き方と医療の質の関係、など。
● 講師は、グループディスカッションを実施する上での基本的なルールを伝えます。

➡ グループディスカッションの全体の時間
➡ グループの中でリーダー（進行役）、書記、タイムキーパーの3名を選ぶことと各役割を説明する
➡ 各メンバーは他のメンバーの意見を否定しないこと
➡ 各メンバーが公平に意見を述べられるように一人当たりの持ち時間を決めること

● 最後にリーダーは討議の結果を発表し、他のグループと共有します。

このほか、例えば、
● 制度説明等を行う講義部分については、動画を提供し、あらかじめ医学生が動画視

聴した上で、グループディスカッションを実施する
● グループディスカッションの際に、現役医師も参加し、医学生の疑問点等について

助言を行う
などのやり方を取ることで、効率的なディスカッションの実施、医学生が持つ医師とし
て働くことへの不安の解消などが可能になると考えられます。

その他の
工夫点

Take Home Message

　令和６年４月には、医師にも時間外労働の上限規制が適用されることとなり、「法律的にはこのようになる」という
段階を迎えています。しかし、依然として、医療現場では厳しい勤務環境が続いていることも事実です。こうした中
で、医学生の皆さん１人ひとりが医師の働き方改革の意味を知り、働き方を考えることが将来の医療現場をより望
ましい方向へ変えていくことにもつながります。

そのような認識のもと、長時間の講義が終了した後であっても、「是非これだけは覚えていてほしい」ということ
を改めて医学生の皆さんに意識してもらえるよう、「Take Home Message」という形で掲載しました。

第１部の講義のポイントに沿って、講師の皆様から経験談やエピソードなどを交えながら様々な形で発信いただ
いた後に、改めてその要点を示すものとなりますので、第１部、あるいは講義全体の締めくくりのスライドとして活用
していただくことを想定しています。

医師の働き方改革が目指すもの
　医師の働き方改革は、医師自身のWell beingを実現するものであること。同時に、そのことによっ
て、最高水準の医療を提供することが可能となり、患者さんのWell beingにもつながること。

● 医師の健康を確保できる。
● 医療分野の労働の生産性を高めることで、医師個人の望むキャリアを実現しやすくなる。
➡ よりよい医療（安全で質の高い医療）の提供につながる

● 長時間労働に価値を置くのではなく、多様な働き方を認めることで仕事と家庭・育児等の両立が
可能となり、多様な人材がその持てる能力を十分に発揮して活躍できるようになる。
※育児休業や短時間勤務制度など多様な働き方を支援する制度もある。

● 多様な人材が活躍できるようになれば、組織に多様性が生まれ、組織が活性化する。多職種連携
を含めた適切な役割分担によって業務のパフォーマンスの向上につながる。

医師の働き方改革を進めるために
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Take Home Message

　令和６年４月に、医師にも時間外労働の上限規制が適用されましたが、依然として、医療現場では厳しい勤務環境
が続いていることも事実です。こうした中で、医学生の皆さん１人ひとりが医師の働き方改革の意味を知り、働き方
を考えることが将来の医療現場をより望ましい方向へ変えていくことにもつながります。
　そのような認識のもと、長時間の講義が終了した後であっても、「是非これだけは覚えていてほしい」ということ
を改めて医学生の皆さんに意識してもらえるよう、「Take Home Message」という形で掲載しました。
　第１部の講義のポイントに沿って、講師の皆様から経験談やエピソードなどを交えながら様々な形で発信いただ
いた後に、改めてその要点を示すものとなりますので、第１部、あるいは講義全体の締めくくりのスライドとして活用
していただくことを想定しています。

医師の働き方改革が目指すもの
　医師の働き方改革は、医師自身のWell beingを実現するものであること。同時に、そのことによっ
て、最高水準の医療を提供することが可能となり、患者さんのWell beingにもつながること。

● 医師の健康を確保できる。
● 医療分野の労働の生産性を高めることで、医師個人の望むキャリアを実現しやすくなる。
➡ よりよい医療（安全で質の高い医療）の提供につながる

● 長時間労働に価値を置くのではなく、多様な働き方を認めることで仕事と家庭・育児等の両立が
可能となり、多様な人材がその持てる能力を十分に発揮して活躍できるようになる。
※育児休業や短時間勤務制度など多様な働き方を支援する制度もある。

● 多様な人材が活躍できるようになれば、組織に多様性が生まれ、組織が活性化する。多職種連携
を含めた適切な役割分担によって業務のパフォーマンスの向上につながる。

医師の働き方改革を進めるために
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［出典］ 『世界医師会（WMA）医の倫理マニュアル原著第3版』（2016年 日本医師会発行）
https://www.med.or.jp/dl-med/wma/mem/wma_mem_all.pdf

～「 Take Home Message 」の参考として～
　「医師は、自分が自分自身や自分の家族に対しても責任を負っていることを忘れやすいもので
す。世界各地で、医師であることに対しては、自分の健康や福祉をほとんど考えず、医療の実践に
自己を捧げることが求められてきました。週60～80時間勤務もまれではなく、ときには休暇は不
必要な贅沢と考えられています。多くの医師はこのような状況でもなんとかやっているようです
が、家族には悪影響が及んでいるに相違ありません。なかには、明らかにこのような専門職として
の仕事のペースに苦しむ医師もおり、その結果は、慢性的疲労から薬物乱用、自殺に至るまでさ
まざまです。疲労は医療ミスの重大な要因なので、健康を害した医師は患者にとっても危険です」

モデル講義案（標準例） 第２部のポイント

繰り返しとなりますが、第２部は、労働法の基礎に触れることで労働法の仕組みへの理解を
深めてもらうことを目的とするものです。

第２部の目的

● 講義を担当する方は、「説明（全体20分）のポイント」に記載した内容を踏まえて説明して
ください。特に、重要な点は、

❶ 労働法の基本部分である「労働者性、労働契約、労働時間」の３点を理解してもらうこと
❷ 第１部で触れられている「多様性のある働き方」に関連して、仕事と家庭・育児等の両立

等に関する諸制度を説明し、多様な働き方の重要性を理解してもらうこと

です。いずれも、第 2 部講義資料（資料 1・P176）に沿って説明していただくことを想
定しています。

● 説明時間は25分程度を想定しています。資料に沿ってテンポよく講義を進めましょう。

● 多くの医学生にとっては、自分が医師になることを前提として労働法に触れる初めての
機会になると考えられますので、わかりやすい説明に努めましょう（★）。また、クイズなどを
活用して医学生の関心を惹く説明を心掛けてください。

講義の進め方

★ 例えば、「1か月80 時間の時間外労働」と数字だけ説明されても、学生は「？」となるかもしれません。
そのため、次のように、具体的にイメージできる説明を心掛けましょう。

いずれの場合も、なかなか自分の時間が取りにくそうだとか、子供と一緒に晩御飯を食べたり、お
風呂に入ったりすることは難しいかもしれないといった、実際の生活に照らし合わせるとイメージがし
やすいかもしれません。

また、ここで「年1860時間」という数字が、どのようなものなのかイメージしてみると、まず、１か月あ
たり155時間の時間外労働となります。

１日に換算すると、実に７時間22分となります。勤務日は毎回、午前１時半近くまで業務を行ってい
る状態となることがわかります。

● ある月に80時間の時間外労働を行った場合
➡ １日あたり３時間48分の残業、出勤日では毎回午後６時から午後10時近くまで時間外労働を行っ

ている状態となる。
● ある月に100時間の時間外労働を行った場合
➡ １日あたり４時間45分の残業、出勤日では毎回午後11時近くまで時間外労働を行っている状態と

なる。
※１か月あたりの平均的な勤務日数を21日、１日の所定労働時間を午前９時から午後６時までと仮定した場合です。
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モデル講義案（標準例）　第２部のポイント

　繰り返しとなりますが、第２部は、労働法の基礎に触れることで労働法の仕組みへの理解を
深めてもらうことを目的とするものです。

第２部の目的

● 講義を担当する方は、「説明（全体20分）のポイント」に記載した内容を踏まえて説明して
ください。特に、重要な点は、

❶ 労働法の基本部分である「労働者性、労働契約、労働時間」の３点を理解してもらうこと
❷ 第１部で触れられている「多様性のある働き方」に関連して、仕事と家庭・育児等の両立

等に関する諸制度を説明し、多様な働き方の重要性を理解してもらうこと

です。いずれも、第 2 部講義資料（資料 1・P245）に沿って説明していただくことを
想定しています。

● 説明時間は25分程度を想定しています。資料に沿ってテンポよく講義を進めましょう。

● 多くの医学生にとっては、自分が医師になることを前提として労働法に触れる初めての
機会になると考えられますので、わかりやすい説明に努めましょう（★）。また、クイズなどを
活用して医学生の関心を惹く説明を心掛けてください。

講義の進め方

★ 例えば、「1か月80 時間の時間外労働」と数字だけ説明されても、学生は「？」となるかもしれません。
そのため、次のように、具体的にイメージできる説明を心掛けましょう。

　いずれの場合も、なかなか自分の時間が取りにくそうだとか、子供と一緒に晩御飯を食べたり、お
風呂に入ったりすることは難しいかもしれないといった、実際の生活に照らし合わせるとイメージがし
やすいかもしれません。
　また、ここで「年1860時間」という数字が、どのようなものなのかイメージしてみると、まず、１か月あ
たり155時間の時間外労働となります。
　１日に換算すると、実に７時間22分となります。勤務日は毎回、午前１時半近くまで業務を行ってい
る状態となることがわかります。

● ある月に80時間の時間外労働を行った場合
➡ １日あたり３時間48分の残業、出勤日では毎回午後６時から午後10時近くまで時間外労働を行っ

ている状態となる。
● ある月に100時間の時間外労働を行った場合
➡ １日あたり４時間45分の残業、出勤日では毎回午後11時近くまで時間外労働を行っている状態と

なる。
※１か月あたりの平均的な勤務日数を21日、１日の所定労働時間を午前９時から午後６時までと仮定した場合です。
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時間（所要）の目安

0：60～0：85 （25分）
外部講師（弁護士）

★モデル講義案（標準例）の講師構成は、P20の例２の事例を想定したものとなっていますが、例えば、第２部の講
師は、第１部講師管理者の経験のある医師や、学内（他学部含む）の労働法の知見を有している方など、学内に対
応可能な講師がいる場合には、必ずしも外部弁護士である必要はないと考えられます。大学のニーズ等に応じ
たテーマ設定と講師の確保が重要です。

● 第１部での講義内容も踏まえた上で、労働法の基礎的な内容を学生
向けに解説する。基本的には、第2部講義資料（資料1 講義用資料）
に沿って講義を行う。

 多くの医学生は働き方改革の仕組みや労働法に触れたことがな
いことを前提として、クイズなどを活用して関心を惹く説明を心掛
ける。

 労働法の基本部分である「労働者性、労働契約、労働時間」の３点
にポイントを絞っているが、仕事と家庭・育児等の両立等に関する
クイズにも触れて説明する。

 第１部との関係で説明した方がよい場合など、必要に応じて第2部
講義資料（資料２ 参考資料）も活用する（※）。

 この際、第１部での講義内容の流れなども意識しながら、話す内
容に強弱をつけるなど、メリハリを付けわかりやすく行うことを心
掛ける。

 医師、医療機関以外の業種の労働時間の状況なども踏まえながら
働き方の実情に関する説明を行い、医学生が医師としての働き方
を客観的・相対的に捉え自ら考えるきっかけとなることを心掛ける。

説明（全体25分）のポイント

内容（項目）とポイント（全体の流れ）

※資料編の活用について

限られた時間で、学生の印象に残るよう、講義の流れの中で、資
料の説明（あるいは該当ページを紹介）の上、制度等の概要に触
れることも考えられます。

 医師の健康確保の取組【P264_資料2 P12】
 仕事と家庭・育児等の両立【P280_資料2 P44 】（制度につ
いて【P283～285_ 資料2 P49～53】）

導入部の必要性・重要性

冒頭に講義概要やテーマの説明を

振り返りの必要性・重要性

講義時間はしっかり守る

落語の「まくら」やライブの「前説」をご存じですか？ 本題に入る前に聴衆の注
意力や集中力を高めるために行う「つかみ」や「アイスブレイク」といわれるものです。
様々な形態がありますが講義でも同様で受講者である学生の気持ちを和らげ、学生と
の距離を縮める効果があります。

講義を始める前に、最初に学生に心と体の準備をしてもらうことが必要で「導入部」
のステップを設けることが重要になります。特に「労働法」という学生になじみのな
く固いと思われるテーマを扱うため学生の気持ちを柔らかくするために導入は大事に
なります。

講義の冒頭では、その講義の概要・テーマ等を示しておくことが重要になります。
それにより学生が、その講義で何を学ぶべきか考えながら講義を聴くことができます。
講師の方から「今日はこれを覚えて帰ってください」と具体的に明示するとより効果
的になり、学生の講義に向かう意識を高め、理解が深まることが期待できます。

講義の最後には、学生に対して学んで欲しいことを再確認させましょう。講義にお
いて一方的に聴いただけでは、学んだつもりでも再確認しなければ自覚化・定着化は
難しいです。振り返りを行い学生の頭の中を整理させましょう。

また、振り返りは講師側にとっても講義の効果を確認し、以降の講義へのフィードバッ
クのための材料を得ることにもつながります。アンケートを有効に活用するなどして
講義の内容、質の向上に努めましょう。

どんなに素晴らしい内容の講義であっても、設定された時間内に講義を終えること
ができないと、時間オーバーした印象が強く残ってしまうこともあります。また、講
義後に予定が入っている学生もいるでしょう。設定された時間枠内で説明することが
できるように、講師の皆様には時間管理をお願いしたいと思います。「説明資料の○
ページで開始後○分経過」などと時間配分を行いつつ、時間が足りなくなりそうであ
れば、このような資料があるという紹介にとどめて説明を割愛するなど、講義の中で
臨機応変に対応するように心掛けましょう。
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導入部の必要性・重要性

冒頭に講義概要やテーマの説明を

振り返りの必要性・重要性

講義時間はしっかり守る

落語の「まくら」やライブの「前説」をご存じですか？　本題に入る前に聴衆の注
意力や集中力を高めるために行う「つかみ」や「アイスブレイク」といわれるものです。
様々な形態がありますが講義でも同様で受講者である学生の気持ちを和らげ、学生と
の距離を縮める効果があります。

講義を始める前に、最初に学生に心と体の準備をしてもらうことが必要で「導入部」
のステップを設けることが重要になります。特に「労働法」という学生になじみのな
く固いと思われるテーマを扱うため学生の気持ちを柔らかくするために導入は大事に
なります。

講義の冒頭では、その講義の概要・テーマ等を示しておくことが重要になります。
それにより学生が、その講義で何を学ぶべきか考えながら講義を聴くことができます。
講師の方から「今日はこれを覚えて帰ってください」と具体的に明示するとより効果
的になり、学生の講義に向かう意識を高め、理解が深まることが期待できます。

講義の最後には、学生に対して学んで欲しいことを再確認させましょう。講義にお
いて一方的に聴いただけでは、学んだつもりでも再確認しなければ自覚化・定着化は
難しいです。振り返りを行い学生の頭の中を整理させましょう。

また、振り返りは講師側にとっても講義の効果を確認し、以降の講義へのフィードバッ
クのための材料を得ることにもつながります。アンケートを有効に活用するなどして
講義の内容、質の向上に努めましょう。

どんなに素晴らしい内容の講義であっても、設定された時間内に講義を終えること
ができないと、時間オーバーした印象が強く残ってしまうこともあります。また、講
義後に予定が入っている学生もいるでしょう。設定された時間枠内で説明することが
できるように、講師の皆様には時間管理をお願いしたいと思います。「説明資料の○
ページで開始後○分経過」などと時間配分を行いつつ、時間が足りなくなりそうであ
れば、このような資料があるという紹介にとどめて説明を割愛するなど、講義の中で
臨機応変に対応するように心掛けましょう。
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一方通行ではなく、双方向の講義に
学生が「医師としての働き方」自らを考えるきっかけとなるよう、学生との双方

向のやり取りで、学生の考え方を引き出すような工夫をすることが重要です。
講演される医師自身のキャリアと実体験、それに基づくいろいろな働き方につい

て具体的に説明し、学生がキャリアデザインに関して質問ができる時間を作ると医
師の貴重な経験が共有できるのではないでしょうか。

ひとつの視点ではなく、多角的な視点を大切に
● 学生にとって、自身の働き方を様々な角度から考えるきっかけとするためには、
複数の医師（内部講師と外部講師、男性医師と女性医師、キャリアに関する経験
の異なる医師等）から、様々な意見を聴けるような仕組みにすることが大切です。
例えば、男性（女性）医師が講義を行う場合には、どんなに注意をしていて

も男性（女性）医師の視点のバイアスを完全に排除することは難しいかもしれ
ません。また、年齢やこれまでのキャリアによっても同様のことが言えるでしょ
う。性別や経験が異なることは当然のことですから、それらの点をしっかりと認
識した上で、多角的な視点から発信することを心掛けましょう。

● そのような点からも、男性医師と女性医師のペアで講義することをはじめ、複
数の医師が第１部の講師として参加することができれば望ましいことですが、
難しい場合にはこれらに留意しながら講義を行いましょう。

● 本書では、多角的な視点という観点を考慮して、学生がいろいろな考えに触れ
られる仕組みの一つとしてディスカッション（講師と学生、講師間）を盛り込
むことを提案しています。このほかにも、各大学において、様々な工夫を凝ら
して講義が展開されることを期待します。

外部講師 を 依 頼 す る 場 合 の 留 意 点 等につ い て

● 外部講師は依頼されてもすぐに講義ができるものではありません。十分に時間
的余裕をもって依頼することを心掛けましょう。

● なぜ、その講師に講義を依頼するのか、その理由、目的を十分に整理、検討し
て、しっかりと相手に伝わるよう準備をしましょう。

● 依頼の際には、講義の目的、ねらい、講義概要（対象となる学年、人数、講義全
体の流れなど）、講師に話してほしい内容などを説明するとともに、大学、学生の
状況や特徴（例えば、学生の男女比、診療科の希望の状況、将来のキャリアパス
の状況等）についても伝え、講師が講義のイメージを持ちやすくなるように努めま
しょう。

依頼に当たって

● 外部講師と事務局、登壇する講師間の事前打ち合わせは、スムーズな講義の実
施のためには欠かせません。外部講師も様々な事前情報を得ておきたいと考えて
います。

● 外部講師と事務局との打ち合わせは、外部講師が決定次第、できる限り早期に
実施しましょう。早い段階から講義のイメージ、骨格をすり合わせておくことが大
変重要です。講師に任せきりではなく、講師の経験を踏まえてこの点に重きを置
いて話してほしい、というように、ポイントを具体的に示すことが大切です。

● 第１部で外部講師と学内講師で講義を行う場合には、お互いがどのような講義
を行うのか、認識を共有して必要に応じて役割分担を図りましょう。これを行うこと
で無駄な重複を防ぎ貴重な時間を有効に活用できます。例えば、学内講師が自大
学附属病院での多様な働き方の推進について紹介する場合には、外部講師が自
身の経験を踏まえながら、多様な働き方が医師の働き方改革にどのような影響、
効果を及ぼすのかといった話をすることによって、学生の理解がより深まることも
期待されます。
　事務局は、講師間の打ち合わせの日程調整などの各種調整作業を積極的に行
い、講師間の情報共有、役割分担が綿密に図られるよう努めましょう。

● 第２部講師を外部講師に依頼する場合も同様です。第２部講師が第１部の流れ
を事前に知ることで、メリハリを付けた講義が可能となります。

● 外部講師が講義に使用する機材などについて確認しておきましょう。
● 設定した講義時間内に終了するようにしましょう（その旨を明確に共有しましょう）。

事前打ち合わせ

　各大学において講義を実施する際に、厚生労働省では、各大学の希望に応じて、医師の働き方改革に関して知見を有し
ている医師や労働法に詳しい弁護士の講師の派遣、参考資料の提供を行うなどの支援を実施していますので、ご活用くだ
さい。

※詳細については、厚生労働省労働基準局労働条件政策課（03-5253-1111（内線5353又は5664））までお問合せください。

講義の実施に向けた厚生労働省の支援
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外部講師 を 依 頼 す る 場 合 の 留 意 点 等につ い て

● 外部講師は依頼されてもすぐに講義ができるものではありません。十分に時間
的余裕をもって依頼することを心掛けましょう。

● なぜ、その講師に講義を依頼するのか、その理由、目的を十分に整理、検討し
て、しっかりと相手に伝わるよう準備をしましょう。

● 依頼の際には、講義の目的、ねらい、講義概要（対象となる学年、人数、講義全
体の流れなど）、講師に話してほしい内容などを説明するとともに、大学、学生の
状況や特徴（例えば、学生の男女比、診療科の希望の状況、将来のキャリアパス
の状況等）についても伝え、講師が講義のイメージを持ちやすくなるように努めま
しょう。

依頼に当たって

● 外部講師と事務局、登壇する講師間の事前打ち合わせは、スムーズな講義の実
施のためには欠かせません。外部講師も様々な事前情報を得ておきたいと考えて
います。

● 外部講師と事務局との打ち合わせは、外部講師が決定次第、できる限り早期に
実施しましょう。早い段階から講義のイメージ、骨格をすり合わせておくことが大
変重要です。講師に任せきりではなく、講師の経験を踏まえてこの点に重きを置
いて話してほしい、というように、ポイントを具体的に示すことが大切です。

● 第１部で外部講師と学内講師で講義を行う場合には、お互いがどのような講義
を行うのか、認識を共有して必要に応じて役割分担を図りましょう。これを行うこと
で無駄な重複を防ぎ貴重な時間を有効に活用できます。例えば、学内講師が自大
学附属病院での多様な働き方の推進について紹介する場合には、外部講師が自
身の経験を踏まえながら、多様な働き方が医師の働き方改革にどのような影響、
効果を及ぼすのかといった話をすることによって、学生の理解がより深まることも
期待されます。

事務局は、講師間の打ち合わせの日程調整などの各種調整作業を積極的に行
い、講師間の情報共有、役割分担が綿密に図られるよう努めましょう。

● 第２部講師を外部講師に依頼する場合も同様です。第２部講師が第１部の流れ
を事前に知ることで、メリハリを付けた講義が可能となります。

● 外部講師が講義に使用する機材などについて確認しておきましょう。
● 設定した講義時間内に終了するようにしましょう（その旨を明確に共有しましょう）。

事前打ち合わせ

　各大学において講義を実施する際に、厚生労働省では、各大学の希望に応じて、医師の働き方改革に関して知見を有し
ている医師や労働法に詳しい弁護士の講師の派遣、参考資料の提供を行うなどの支援を実施していますので、ご活用くだ
さい。

※詳細については、厚生労働省労働基準局労働条件政策課（03-5253-1111（内線5353又は5664））までお問合せください。

講義の実施に向けた厚生労働省の支援
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 ஜコラムでは、ஜのモデル講義を踏まえ、実ᨥにᐯ大学の医師が労働法講義をᘍった 
ி҅大学の事̊をኰʼします。
　ி҅大学では、令和≖年度にモデル講義（ஜ≳‧‧参ༀ）を実施いただき、令和４年度
においては、ҽ生労働省のૅੲを用して資料੩̓をӖけ、外部へのۀᚠではなく、ӷ大
学大学ᨈ医学系ᄂᆮ科င業医学分教等をѦ↰る᱅ຓɟέ生が講師となり、ᐯЭで労働
法講義を実施しています。当該講義は、ᡫࠝ講義・実፼のኳʕࢸの時間を用し、医学部
のμ学年をݣᝋに、ࠎஓする学生 2• Ӹᆉ度にݣし⇐ンラ⇊ンで実施されました。 

᱅ຓέ生の講義は、 
・労働ؕแ法、労働ܤμᘓ生法等の法体系
・ؕஜ的な労働時間法制
・ѮѦ医の労働実७

・ᢅ労働によるͤࡍᨦܹ（ᢅ労ര等）、労ᛐ定ؕแのಒ要、ᢅ労രの実事̊

・医師の働き方と医ၲܤμ、医ၲᢅᛚの実事̊

・医師の時間外労働に̞る上限規制の内容↳ͤࡍᄩ̬ਜ਼ፗ

・ᐯࠁᄂᧄ、ࣖӤ義Ѧ

ᮾ学䛾䜸䞁ラ䜲䞁ປാἲㅮ⩏䛾ᵝᏊ 

自大学における労働法講義の実施について 
～東北大学の 事例～ コラムᾁ 

等について、ポ⇊ン⇮をさえたものとなっており、ӷ大学において実施した大学၏ᨈの
医師にݣする働き方に関するアン⇗ー⇮ኽௐもʩえ、இࢸは医ၲೞ関で働くᨥのသॖໜ↳ 
今ࢸの医師の働き方のあるべきۋについての説明でまと↰ています。 

᱅ຓέ生が講義に用した資料は、ɟ部にҽ生労働省から੩̓された資料を用しつつ

も、ᐯ៲で説明しତいよう、の↪と⇂↘を᱅ຓέ生がᐯに˺・ನした⇐リジ⇰ル

なものです。ஜコラムに᱅ຓέ生からの∇⇩⇡ージを掲載していますので、᩼今ࢸ、ᐯ

大学においての講義開催についても、ᆢಊ的にご౨᚛いただけれ↟と࣬います。

Ṹṹ᱅ຓέဃẦỤỉἳἕἍὊἊṹṸ

ম学दुؚ医పの働き্の動きを౷まえؚ医学েのअठऊैؚঽମが医ప
धखて働くৎのऒधを考えてඟखいؚधいअઓいदଝをৰ施खまखञ。
医学部においてमؚ௧दない労働法ଝをৰ施するऒधにಿがँる্ुい

るऊुखोまच॒が মؚછに掲載औोञ資料ृ 「ؚ医పの働き্に関するਫ਼ୈ
ভ」等のใோ資料をણ৷するऒधदؚৰ施म૭ચटधઓいます。
ञटؚرの൧療ृଢ଼等द႞のরؚなऊなऊঽপ学टけदमৌૢがखい

ৃ়ुँるधઓいますのदؚ労働関係法ഥに関するଝについてमؚえयؚਗ
部の௧ੇをおళलखञॉؚঽপ学の労働法のেにいञटいञॉするऒध
ुଐいधઓいます。পજなのमؚऒअいっञଝを৫いてؚまङम医学েに医ప
の働き্について考えてुैअऒधटधઓいます。
ম学दम০ुऒのेअなଝをৰ施खていきञいदすखؚஎのଝ資料が

のপ学における労働法ଝৰ施にけञஃになるのदँोय ౘؚいधઓいます。
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ஜコラムでは、ஜのモデル講義を踏まえ、実ᨥにᐯ大学の医師が労働法講義をᘍった

ி҅大学の事̊をኰʼします。

ி҅大学では、令和≖年度にモデル講義（ஜ≳‧‧参ༀ）を実施いただき、令和４年度に

おいては、ҽ生労働省のૅੲを用して資料੩̓をӖけ、外部へのۀᚠではなく、ӷ大学大

学ᨈ医学系ᄂᆮ科င業医学分教等をѦ↰る᱅ຓɟέ生が講師となり、ᐯЭで労働法講

義を実施しています。当該講義は、ᡫࠝ講義・実፼のኳʕࢸの時間を用し、医学部のμ学

年をݣᝋに、ࠎஓする学生 2• Ӹᆉ度にݣし⇐ンラ⇊ンで実施されました。

᱅ຓέ生の講義は、

・労働ؕแ法、労働ܤμᘓ生法等の法体系

・ؕஜ的な労働時間法制

・ѮѦ医の労働実७

・ᢅ労働によるͤࡍᨦܹ（ᢅ労ര等）、労ᛐ定ؕแのಒ要、ᢅ労രの実事̊

・医師の働き方と医ၲܤμ、医ၲᢅᛚの実事̊

・医師の時間外労働に̞る上限規制の内容↳ͤࡍᄩ̬ਜ਼ፗ

・ᐯࠁᄂᧄ、ࣖӤ義Ѧ

等について、ポ⇊ン⇮をさえたものとなっており、ӷ大学において実施した大学၏ᨈの

るアン⇗ー⇮ኽௐもʩえ、இࢸは医ၲೞ関で働くᨥのသॖໜ↳医師にݣする働き方に関す

医師の働き方のあるべきۋについての説明でまと↰ています。

ᮾ学䛾䜸䞁ラ䜲䞁ປാἲㅮ⩏䛾ᵝᏊ

自大学における労働法講義の実施について
～東北大学の 事例～コラムᾁ

今ࢸの

᱅ຓέ生が講義に用した資料は、ɟ部にҽ生労働省から੩̓された資料を用しつつ
も、ᐯ៲で説明しତいよう、の↪と⇂↘を᱅ຓέ生がᐯに˺・ನした⇐リジ⇰ル
なものです。ஜコラムに᱅ຓέ生からの∇⇩⇡ージを掲載していますので、᩼今ࢸ、ᐯ 
大学においての講義開催についても、ᆢಊ的にご౨᚛いただけれ↟と࣬います。

Ṹṹ᱅ຓέဃẦỤỉἳἕἍὊἊṹṸ 

ম学दुؚ医పの働き্の動きを౷まえؚ医学েのअठऊैؚঽମが医ప
धखて働くৎのऒधを考えてඟखいؚधいअઓいदଝをৰ施खまखञ。 
医学部においてमؚ௧दない労働法ଝをৰ施するऒधにಿがँる্ुい

るऊुखोまच॒が মؚછに掲載औोञ資料ृ 「ؚ医పの働き্に関するਫ਼ୈ
ভ」等のใோ資料をણ৷するऒधदؚৰ施म૭ચटधઓいます。 
ञटؚرの൧療ृଢ଼等द႞のরؚなऊなऊঽপ学टけदमৌૢがखい

ৃ়ुँるधઓいますのदؚ労働関係法ഥに関するଝについてमؚえयؚਗ
部の௧ੇをおళलखञॉؚঽপ学の労働法のেにいञटいञॉするऒध
ुଐいधઓいます。পજなのमؚऒअいっञଝを৫いてؚまङम医学েに医ప
の働き্について考えてुैअऒधटधઓいます。 
ম学दम০ुऒのेअなଝをৰ施खていきञいदすखؚஎのଝ資料が

のপ学における労働法ଝৰ施にけञஃになるのदँोय ౘؚいधઓいます。 
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～～学学生生のの関関心心をを惹惹くく観観点点ととししてて～～  

 ˁ事と生のɲᇌについては、医師にとってもဏڡբ↾↉要な内容であり、ஜに掲
載した各大学医学部における講義資料においても、育δ˞業等の制度に関する資料等を掲
載しています。 

この⇬ー∄については、令和４年度実施の講義において実施した学生への事Эアン⇗ー 
⇮で「ኽ۟↳育δ・出ငとˁ事のɲᇌについてɧܤがある」と回ሉする学生がٶく（ஜ 
⁂300参ༀ）、また、Ӗ講ࢸのアン⇗ー⇮では、「育˞な↘のૅੲをဏڡբ↾↉Ӗけられると
ჷって࣎ܤしました。」という٣をいただく（ஜ⁂299参ༀ）な↘、学生の関࣎が高い分
と考えられます。 

また、ڡ性のਖ਼ᡶ↳ڡ性医師が年⅝ف加しているཞඞを踏まえ、ڡ性医師の働き方
のᚇໜにᚑれることも要です。ஜでは、実ᨥにڡ性医師としてˁ事と育δのɲᇌに取
り組まれた講師の資料を掲載しています。ڡ性医師のѮѦ実७↳ˁ事と生をɲᇌする上
でのᛢ᫆、講師ᐯ៲のኺ᬴な↘、᩼ࠝに参考となるものです。 

これらのᚇໜもԃ↰た説明をᘍうことで、より学生の関࣎をोく講義が実施できると考
えられますので、᩼ご౨᚛いただけれ↟と࣬います。 

ココララムム３３  
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仕仕事事とと生生活活
 
のの両両立立ななどどににつついいてて  


